
 

 

地域共生社会の実現に向けた 

障害者の自立生活の支援拡充について 
 

全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り高め合う地域共生社会

の実現に向け、生活上の困難を抱える障害者等が、自立した生活を送るた

めには、地域住民による支え合いはもとより、公的支援と連動した切れ目

のない支援が重要である。 
 
平成 28年５月の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律」の改正において、障害者が自らの望む地域生活を営むことができる

よう、新たな障害福祉サービスが創設された。 

これを踏まえ、平成 30年４月から、一人暮らしの障害者の理解力や生活力

等を補う支援を行う「自立生活援助」が開始され、「障害福祉サービス等報酬

改定」によりサービスの報酬額や基準が設定されたところである。 

 

障害者手帳所持者は、全国の４分の１に当たる約 160 万人を九都県市で占

め、手帳を取得していない障害者も相当数いる。多くの障害者が暮らす首都

圏の地方自治体としては、より積極的に障害者の自立生活を支援していく必

要がある。一方、九都県市において、「自立生活援助」を実施している事業所

は、平成 31年１月末時点で約 70か所という状況である。 

 

「自立生活援助」を実施する事業所では、障害者支援施設等から一人暮ら

しに移行した知的障害者や精神障害者等に対し、支援員が月２回以上、居宅

訪問し、日常生活に関する相談や助言、情報提供等を行っている。しかし、

障害者の理解力や生活力等を十分に補うためには、職場や通所先への訪問、

通院同行等を通じた助言など手厚い支援も必要であり、現行の制度では、適

切な人員配置を行うための報酬設定となっていない。 

また、利用期間は原則１年となっているが、一人暮らしを定着させるため

には、利用者の個々の状況に応じた継続的な支援が必要であり、原則１年と

いう利用期間は十分な設定とは言い難い。 



 

 

 

 これらの状況を踏まえて、首都圏における障害者の自立生活の支援を拡充

するため、以下のとおり提言する。 

 

１ 障害者への情報提供や助言等の機会を十分に確保するため、適切な人員

配置が可能となるよう、地域の実情も踏まえて基本報酬・加算を引き上げ

ること。 

 

２ 障害者の地域での一人暮らしを定着させるために、利用者の個々の状況

に応じた支援を行うことができるよう、利用期間を見直すこと。 
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